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議案第  71  号

　　　令和 5 年度富山県一般会計補正予算（第 3 号）

　令和５年度富山県の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 ,722 ,444 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 638 ,914 ,883 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、   「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　令和 5  年 6  月 9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　
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第 1 表　歳入歳出予算補正

歳　　　　入
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

9 国 庫 支 出 金 69 ,094 ,272 1 ,051 ,948 70 ,146 ,220

1 国 庫 負 担 金 20 ,873 ,541 360 ,627 21 ,234 ,168

2 国 庫 補 助 金 47 ,198 ,611 771 ,321 47 ,969 ,932

3 委 託 金 1,022 ,120△  80 ,000 942 ,120

11 寄 附 金 220 ,810 4 ,000 224 ,810

1 寄 附 金 220 ,810 4 ,000 224 ,810

12 繰 入 金 17 ,878 ,226 666 ,496 18 ,544 ,722

2 基 金 繰 入 金 10 ,894 ,823 666 ,496 11 ,561 ,319

補正されなかった款項に係る額 549 ,999 ,131 549 ,999 ,131

歳 入 合 計 637 ,192 ,439 1 ,722 ,444 638 ,914 ,883

歳　　　　出
（単位　千円） 

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 28 ,634 ,936△  50 ,000 28 ,584 ,936

1 総 務 管 理 費 12 ,636 ,811 30 ,000 12 ,666 ,811

2 企 画 費 5,825 ,640△  80 ,000 5 ,745 ,640

4 衛 生 費 43 ,244 ,517 1 ,540 ,444 44 ,784 ,961
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1 公 衆 衛 生 費 30 ,364 ,334 1 ,540 ,444 31 ,904 ,778

7 商 工 費 114 ,199 ,713 232 ,000 114 ,431 ,713

1 商 業 費 104 ,172 ,221 22 ,000 104 ,194 ,221

2 工 鉱 業 費 8,289 ,792 210 ,000 8 ,499 ,792

補正されなかった款項に係る額 451 ,113 ,273 451 ,113 ,273

歳 出 合 計 637 ,192 ,439 1 ,722 ,444 638 ,914 ,883



富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例一部改正の件

4―　　―

議案第  72  号

富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例一部改正の

件

　富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改

正する。

　　令和 5  年  6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改

正する条例

　富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成11年富山県条例

第50号）の一部を次のように改正する。

　別表第１第４項第１号中「ゴイサギ（ニュクティコラクス・ニュクティコラクス

）、カルガモ（アナス・ポエキロリュンカ）、キジバト（ストレプトペリア・オリ

エンタリス）、ヒヨドリ（ヒプスィペテス・アマウロティス）、スズメ（パセル・

モンタヌス）、ムクドリ（ストゥルヌス・キネラケウス）、ハシボソガラス（コル

ヴス・コロネ）、ハシブトガラス（コルヴス・マクロリュンコス）、カワラバト（

ドバト）（コルムバ・リビア）、ノウサギ（レプス・ブラキュウルス）、タヌキ（

ニクテレウテス・プロキオニデス）、ハクビシン（パグマ・ラルヴァタ）、ノイヌ

（カニス・ファミリアリス）及びノネコ（フェリス・カトゥス」を「Nycticorax   

  nycticorax（ ゴ イ サ ギ ）、Anas  zonorhyncha（ カ ル ガ モ ）、Streptopelia  

  orientalis（キジバト）、Hypsipetes  amaurotis（ヒヨドリ）、Passer  montanus

（スズメ）、Spodiopsar  cineraceus（ムクドリ）、Corvus  corone（ハシボソガラ

ス）、Corvus  macrorhynchos（ハシブトガラス）、Columba  livia（カワラバト（ 

ドバト） ）、Lepus  brachyurus（ノウサギ）、Nyctereutes  procyonoides（タヌキ 

）、Paguma  larvata（ ハ ク ビ シ ン ）、Canis  familiaris（ ノ イ ヌ ） 及 びFelis  

  catus（ノネコ」に改め、同項第２号中「ニホンザル（マカク・フスカータ」を 

「Macaca  fuscata（ニホンザル」に、「イノシシ（スス・スクロファ）及びニホン

ジカ（ケルヴス・ニポン」を「Sus  scrofa（イノシシ）及びCervus  nippon（ニホ

ンジカ」に改める。
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　別表第２第２の２項第２号中「ニホンザル（マカク・フスカータ」を「Macaca 

  fuscata（ニホンザル」に、「イノシシ（スス・スクロファ）及びニホンジカ（ケ 

ルヴス・ニポン」を「Sus  scrofa（イノシシ）及びCervus  nippon（ニホンジカ」 

に、「及び黒部市」を「、黒部市及び南砺市」に改める。

　別表第３第３の２項第２号中「イノシシ（スス・スクロファ）及びニホンジカ（

ケルヴス・ニポン」を「Sus  scrofa（イノシシ）及びCervus  nippon（ニホンジカ」

に改める。

　別表第４第１の３項第２号中「ニホンザル（マカク・フスカータ）、イノシシ（ 

スス・スクロファ）及びニホンジカ（ケルヴス・ニポン」を「Macaca  fuscata（ニ

ホンザル）、Sus  scrofa（イノシシ）及びCervus  nippon（ニホンジカ」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日）

１ 　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第２第２の２項第２号の改

正規定（「及び黒部市」を「、黒部市及び南砺市」に改める部分に限る。）及び

次項の規定は、令和５年７月１日から施行する。

　 （処分、申請等に関する経過措置）

２ 　前項ただし書に規定する改正規定の施行の際別表第２第２の２項に定める事務

に係る法令の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するも

の又は前項ただし書に規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）

前に当該法令の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、施行日以

後において南砺市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行

日以後における当該法令の適用については、南砺市長がした処分その他の行為又

は南砺市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
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議案第  73  号

富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例一部改正の件

　富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部を次のように改正す

る。

　　令和 5  年  6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例の一部を改正す

る条例

　富山県一般職の職員等の特殊勤務手当等に関する条例（昭和48年富山県条例第１

号）の一部を次のように改正する。

　附則第10項を次のように改める。

10 　第20条の規定にかかわらず、職員が、特定新型インフルエンザ等（新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第２条第１号に規定する新型

インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る富山県新型インフルエン

ザ等対策本部が設置されたもの（人事委員会規則で定めるものに限る。）をいう。）

から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であつて人事

委員会規則で定めるものに従事したときは、感染症等防疫手当を支給する。この

場合において、当該手当の額は、作業１日につき 4 ,000 円を超えない範囲におい

て人事委員会規則で定める額とする。

　附則中第11項を削り、第12項を第11項とする。

　　　附　則

　この条例は、公布の日の翌日から施行する。
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議案第  74  号

富山県手数料条例一部改正の件

　富山県手数料条例の一部を次のように改正する。

　　令和 5  年  6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県手数料条例の一部を改正する条例

　富山県手数料条例（平成12年富山県条例第10号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の 391 の項を次のように改める。

　別表第１の 451 の項中「第 108 条の２第１項第15号」の次に「又は第16号」を加

える。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の 451 の項の改正規定は、

令和５年７月１日から施行する。

 391 　削除



富山県税条例一部改正の件

8―　　―

議案第  75  号

富山県税条例一部改正の件

　富山県税条例の一部を次のように改正する。

　　令和 5  年  6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県税条例の一部を改正する条例

第１条　富山県税条例（昭和29年富山県条例第16号）の一部を次のように改正する。

　第38条の３第１項中「第２項又は」を「第３項又は」に改める。

　第41条第２項中「第８条」を「第57条の４の２」に改める。

　第 138 条の２第１項第４号アイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、同

号ウ中「 2 .5 トン」を「 3 .5 トン」に改め、同号エ中「 2 .5 トン」を「 3 .5 トン」

に、「トラック」を「バス」に改め、同号エアａ中「２分の１」を「４分の３」

に改め、同号エアｂ中「４分の１」を「２分の１」に改め、同号エイを次のよう

に改める。

　　　イ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 

 110 を乗じて得た数値以上であること。

　第 138 条の２第１項第４号オ中「 2 .5 トンを超え」及び「バス又は」を削り、

同号オイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 115 を乗じて得た数

値以上」を「基準エネルギー消費効率であつて令和４年度以降の各年度において

適用されるべきものとして定められたもの（以下この条及び第 138 条の４におい

て「令和４年度基準エネルギー消費効率」という。）以上（車両総重量が 2 .5 ト

ン以下のトラックにあつては、令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 

 105 を乗じて得た数値以上）」に改め、同号カを削り、同号キ中「第９条の２第

16項」を「第９条の２第15項」に改め、同号キイ中「平成27年度基準エネルギー

消費効率に 100 分の 120 」を「令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 

 105 」に改め、同号キを同号カとし、同項第５号ア中「第９条の２第17項」を 

「第９条の２第16項」に改め、同号アアａ中「第９条の２第18項」を「第９条の

２第17項」に改め、同号アアｂ中「第９条の２第19項」を「第９条の２第18項」

に改め、同号アイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、同号イ中「第９条
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の２第20項」を「第９条の２第19項」に改め、同項第６号ア中「第９条の２第21

項」を「第９条の２第20項」に改め、同号アア中「第９条の２第22項」を「第９

条の２第21項」に、「第９条の２第23項」を「第９条の２第22項」に改め、同号

アイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、同号イ中「第９条の２第24項」

を「第９条の２第23項」に改め、同号ウ中「 2 .5 トンを超え」及び「又はトラッ

ク」を削り、「第９条の２第25項」を「第９条の２第24項」に改め、同号ウイ中

「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 115 」を「令和２年度基準エネ

ルギー消費効率に 100 分の 105 」に改め、同号エ中「 2 .5 トンを超え」を削り、

「第９条の２第26項」を「第９条の２第25項」に改め、同号エイ中「以上」を 

「に 100 分の 110 を乗じて得た数値以上」に改め、同号カアａ中「第 138 条の４

第１項第３号オアａ及び第２項第３号エアａ」を「第 138 条の４第１項第３号キ

アａ及び第２項第３号オアａ」に改め、同号カイ中「平成27年度基準エネルギー

消費効率に 100 分の 110 」を「基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降

の各年度において適用されるべきものとして定められたもの（第３項及び第 138

条の４において「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に 100 分の 

 115 」に改め、同号カを同号キとし、同号オイ中「平成27年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 120 」を「令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 105 」

に改め、同号オを同号カとし、同号エの次に次のように加える。

オ 　車両総重量が 2 .5 トンを超え 3 .5 トン以下のトラックのうち、次のいず

れにも該当するもので省令第９条の２第26項に規定するもの

　ア　次のいずれかに該当すること。

　　ａ　平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

　　ｂ 　平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒

子状物質の値の10分の９を超えないこと。

　イ�　エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　第 138 条の２第２項の表以外の部分中「からエまで」を「、イ及びオ」に改め、

「並びに」の次に「令和４年度基準エネルギー消費効率及び」を加え、「及び平

成27年度基準エネルギー消費効率」を削り、同項の表第４号アイの項中「 100 分

の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 162 」を「 100 分の 173 」に改め、同表
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第４号ウイの項及び第４号エイの項を削り、同表に次のように加える。

　第 138 条の２第３項の表第４号アイの項、第５号アイの項及び第６号アイの項

中「 100 分の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 109 」を「 100 分の 116 」に

改める。

　第 138 条の４第１項第１号アイ中「 100 分の65」を「 100 分の70」に改め、同

号イイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、同号ウ中「 2 .5 トン」を 

「 3 .5 トン」に改め、同号エ中「 2 .5 トン」を「 3 .5 トン」に、「トラック」を

「バス」に改め、同号エアａ中「２分の１」を「４分の３」に改め、同号エアｂ

中「４分の１」を「２分の１」に改め、同号エイ中「平成27年度基準エネルギー

消費効率に 100 分の 120 」を「令和２年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 

 105 」に改め、同号オ中「 2 .5 トンを超え」及び「バス又は」を削り、同号オイ

中「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 110 を乗じて得た数値」を 

「令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の95を乗じて得た数値（車両総重

量が 2 .5 トン以下のトラックにあつては、令和４年度基準エネルギー消費効率）」

に改め、同号カ中「バス又は」を削り、同号カイ中「平成27年度基準エネルギー

消費効率に 100 分の 115 を乗じて得た数値」を「令和４年度基準エネルギー消費

効率」に改め、同項第２号アイ中「 100 分の65」を「 100 分の70」に改め、同号

イイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、同項第３号アイ中「 100 分の65」

を「 100 分の70」に改め、同号イイ中「 100 分の75」を「 100 分の80」に改め、

同号オ中「第９条の４第13項」を「第９条の４第15項」に改め、同号オイ中 

「 100 分の 105 」を「 100 分の 110 」に改め、同号オを同号キとし、同号エ中 

「バス又は」を削り、「第９条の４第12項」を「第９条の４第14項」に改め、同

号エイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 115 を乗じて得た数値」

を「令和４年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号エを同号カとし、同号ウ

中「バス又は」を削り、「第９条の４第11項」を「第９条の４第13項」に改め、

同号ウイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 110 」を「令和４年

度基準エネルギー消費効率に 100 分の95」に改め、同号ウを同号オとし、同号イ

の次に次のように加える。

第４号オイ 令和４年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の 105

平成22年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 163
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　　ウ 　車両総重量が 3 .5 トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの

で省令第９条の４第11項に規定するもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　ａ　平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

　　　　ｂ 　平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状

物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒

子状物質の値の10分の９を超えないこと。

　　　イ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　　エ 　車両総重量が 3 .5 トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの

で省令第９条の４第12項に規定するもの

　　　ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

　　　イ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 

 105 を乗じて得た数値以上であること。

　第 138 条の４第２項第１号ア中「乗用車」を「営業用の乗用車」に、「第９条

の４第14項」を「第９条の４第16項」に改め、同号イ中「車両総重量が 2 .5 トン

以下のバス又はトラック」を「自家用の乗用車」に、「第９条の４第15項」を 

「第９条の４第17項」に改め、同号イイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率

に 100 分の 115 」を「令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の70」に改め、

同号イに次のように加える。

　　　ウ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　第 138 条の４第２項第１号ウ中「 2 .5 トンを超え」及び「又はトラック」を削

り、「第９条の４第16項」を「第９条の４第18項」に改め、同号ウアａ中「２分

の１」を「４分の３」に改め、同号ウアｂ中「４分の１」を「２分の１」に改め、

同号ウイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 105 を乗じて得た数

値」を「令和２年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号エ中「バス又は」を

削り、「第９条の４第17項」を「第９条の４第20項」に改め、同号エイ中「平成

27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 110 」を「令和４年度基準エネルギー

消費効率に 100 分の95」に改め、同号エを同号オとし、同号ウの次に次のように

加える。
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　　エ 　車両総重量が 2 .5 トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当する

もので省令第９条の４第19項に規定するもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　ａ 　平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の

１を超えないこと。

　　　　ｂ 　平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないこと。

　　　イ 　エネルギー消費効率が令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の

95を乗じて得た数値以上であること。

　第 138 条の４第２項第２号を次のように改める。

　⑵　次に掲げる石油ガス自動車

　　ア 　営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので省令第９条の４

第21項に規定するもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　ａ 　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の

１を超えないこと。

　　　　ｂ 　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないこと。

　　　イ�　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の

60を乗じて得た数値以上であること。

　　　ウ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　　イ 　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので省令第９条の４

第22項に規定するもの

　　　ア　次のいずれかに該当すること。

　　　　ａ 　平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の２分の
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１を超えないこと。

　　　　ｂ 　平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出

量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の

１を超えないこと。

　　　イ 　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の

70を乗じて得た数値以上であること。

　　　ウ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　第 138 条の４第２項第３号ア中「乗用車」を「営業用の乗用車」に、「第９条

の４第19項」を「第９条の４第23項」に改め、同号イを次のように改める。

　　イ 　自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので省令第９条の４

第24項に規定するもの

　　　ア�　平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合する

こと。

　　　イ�　エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の

70を乗じて得た数値以上であること。

　　　ウ�　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　第 138 条の４第２項第３号エ中「第９条の４第22項」を「第９条の４第27項」

に改め、同号エイ中「以上」を「に 100 分の 105 を乗じて得た数値以上」に改め、

同号エを同号オとし、同号ウ中「バス又は」を削り、「第９条の４第21項」を 

「第９条の４第26項」に改め、同号ウイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率

に 100 分の 110 」を「令和４年度基準エネルギー消費効率に 100 分の95」に改め、

同号ウを同号エとし、同号イの次に次のように加える。

　　ウ 　車両総重量が 3 .5 トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもの

で省令第９条の４第25項に規定するもの

　　　ア　平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

　　　イ 　エネルギー消費効率が令和２年度基準エネルギー消費効率以上である

こと。

　第 138 条の４第４項の表以外の部分中「からエまで」を「、イ及びオ」に、 

「及びイ」を「、イ及びエ」に改め、同項の表第１項第１号アイの項中「 100 分
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の65」を「 100 分の70」に、「 100 分の 141 」を「 100 分の 151 」に改め、同表

第１項第１号イイの項中「 100 分の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 162 」

を「 100 分の 173 」に改め、同表第１項第１号イウ及びウイの項中「及びウイ」

を削り、同表第１項第１号エイの項中「第１項第１号エイ」を「第１項第１号オ

イ」に、「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 120 」を「令和４年度

基準エネルギー消費効率）」に、「 100 分の 150 」を「 100 分の 155 を乗じて得

た数値）」に改め、同表第２項第１号イイの項中「平成27年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 115 」を「令和12年度基準エネルギー消費効率に 100 分の70」

に、「 100 分の 144 」を「 100 分の 151 」に改め、同表に次のように加える。

　第 138 条の４第５項の表以外の部分中「、第２号及び第３号ア」を「及びイ、

第２号並びに第３号ア及びイ」に改め、同項の表第１項第１号アイの項中「 100 

分の65」を「 100 分の70」に、「 100 分の94」を「 100 分の 102 」に改め、同表

第１項第１号イイの項中「 100 分の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 109 」

を「 100 分の 116 」に改め、同表第１項第２号アイの項中「 100 分の65」を 

「 100 分の70」に、「 100 分の94」を「 100 分の 102 」に改め、同表第１項第２

号イイの項中「 100 分の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 109 」を「 100 分

の 116 」に改め、同表第１項第３号アイの項中「 100 分の65」を「 100 分の70」

に、「 100 分の94」を「 100 分の 102 」に改め、同表第１項第３号イイの項中

「 100 分の75」を「 100 分の80」に、「 100 分の 109 」を「 100 分の 116 」に改

め、同表第２項第１号アイ、第２号イ及び第３号アイの項中「、第２号イ及び第

３号アイ」を削り、同表に次のように加える。

第２項第１号イ

ウ
令和２年度基準エネルギー消費

効率

平成22年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 150 を乗じ

て得た数値

第２項第１号エ

イ
令和４年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の95

平成22年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 147

第２項第１号イ

イ
令和12年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の70

令和２年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 102

第２項第２号ア

イ
令和12年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の60

令和２年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の87
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　附則第６条の５第１項の表２の項中「自衛隊」の次に「又は法第 144 条の３第

５項に規定するオーストラリア軍隊」を加える。

　附則第６条の６の３第２項中「第２項第３号ア」の次に「若しくはイ」を加え

る。

　附則第６条の６の４第３項及び附則第６条の10第３項中「 100 分の10」を 

「 100 分の35」に改める。

第２条　富山県税条例の一部を次のように改正する。

　第 138 条の２第１項第４号アイ中「 100 分の80」を「 100 分の90」に改め、同

号イイ中「 100 分の85」を「 100 分の95」に改め、同項第５号アイ中「 100 分の

80」を「 100 分の90」に改め、同号イイ中「 100 分の85」を「 100 分の95」に改

め、同項第６号アイ中「 100 分の80」を「 100 分の90」に改め、同号イイ中 

「 100 分の85」を「 100 分の95」に改め、同号キイ中「平成27年度以降の各年度

において適用されるべきものとして定められたもの（第３項及び第 138 条の４に

おいて「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に 100 分の 115 」を 

「令和７年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの（

第４項及び第 138 条の４において「令和７年度基準エネルギー消費効率」という

。）に 100 分の 105 」に改め、同条第２項の表第４号アイの項中「 100 分の80」

を「 100 分の90」に、「 100 分の 173 」を「 100 分の 194 」に改め、同表第４号

イイの項中「 100 分の85」を「 100 分の95」に、「 100 分の 184 」を「 100 分の 

 205 」に改め、同条第３項の表以外の部分中「平成27年度基準エネルギー消費効

率」を「基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各年度において適用

されるべきものとして定められたもの（次項において「平成27年度基準エネルギ 

ー消費効率」という。）」に改め、同項の表第４号アイの項中「 100 分の80」を

「 100 分の90」に、「 100 分の 116 」を「 100 分の 130 」に改め、同表第４号イ

第２項第２号イ

イ
令和12年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の70

令和２年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 102

第２項第３号ア

イ
令和12年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の60

令和２年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の87

第２項第３号イ

イ
令和12年度基準エネルギー消費

効率に 100 分の70

令和２年度基準エネルギー消

費効率に 100 分の 102
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イの項中「 100 分の85」を「 100 分の95」に、「 100 分の 123 」を「 100 分の 

 138 」に改め、同表第５号アイの項中「 100 分の80」を「 100 分の90」に、 

「 100 分の 116 」を「 100 分の 130 」に改め、同表第５号イイの項中「 100 分の

85」を「 100 分の95」に、「 100 分の 123 」を「 100 分の 138 」に改め、同表第

６号アイの項中「 100 分の80」を「 100 分の90」に、「 100 分の 116 」を「 100

分の 130 」に改め、同表第６号イイの項中「 100 分の85」を「 100 分の95」に、

「 100 分の 123 」を「 100 分の 138 」に改め、同条に次の１項を加える。

４ 　第１項（第６号キに係る部分に限る。）の規定は、令和７年度基準エネルギ 

ー消費効率を算定する方法として省令第９条の２第38項に規定する方法により

エネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、平成27年度基準エネル

ギー消費効率を算定する方法として省令第９条の２第39項に規定する方法によ

りエネルギー消費効率を算定している自動車（第 138 条の４第６項において 

「平成27年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。）について準用す

る。この場合において、同号キイ中「令和７年度以降の各年度において適用さ

れるべきものとして定められたもの（第４項及び第 138 条の４において「令和

７年度基準エネルギー消費効率」という。）に 100 分の 105 」とあるのは、 

「平成27年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの

に 100 分の 115 」と読み替えるものとする。

　第 138 条の４第１項各号列記以外の部分中「又は第３項」を「から第４項まで」

に改め、同項第１号アイ中「 100 分の70」を「 100 分の80」に改め、同号イイ中

「 100 分の80」を「 100 分の85」に改め、同項第２号アイ中「 100 分の70」を 

「 100 分の80」に改め、同号イイ中「 100 分の80」を「 100 分の85」に改め、同

項第３号アイ中「 100 分の70」を「 100 分の80」に改め、同号イイ中「 100 分の

80」を「 100 分の85」に改め、同号キイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率

に 100 分の 110 を乗じて得た数値」を「令和７年度基準エネルギー消費効率」に

改め、同条第２項各号列記以外の部分中「又は第５項」を「から第６項まで」に

改め、同項第１号アイ中「 100 分の60」を「 100 分の70」に改め、同号イイ中 

「 100 分の70」を「 100 分の75」に改め、同項第２号アイ中「 100 分の60」を 

「 100 分の70」に改め、同号イイ中「 100 分の70」を「 100 分の75」に改め、同

項第３号アイ中「 100 分の60」を「 100 分の70」に改め、同号イイ中「 100 分の

70」を「 100 分の75」に改め、同号オイ中「平成27年度基準エネルギー消費効率
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に 100 分の 105 」を「令和７年度基準エネルギー消費効率に 100 分の95」に改め、

同条第３項中「又は第５項」を「から第６項まで」に改め、同条第４項の表第１

項第１号アイの項中「 100 分の70」を「 100 分の80」に、「 100 分の 151 」を

「 100 分の 173 」に改め、同表第１項第１号イイの項中「 100 分の80」を「 100 

分の85」に、「 100 分の 173 」を「 100 分の 184 」に改め、同表第２項第１号ア

イの項中「 100 分の60」を「 100 分の70」に、「 100 分の 130 」を「 100 分の 

 151 」に改め、同表第２項第１号イイの項中「 100 分の70」を「 100 分の75」に、

「 100 分の 151 」を「 100 分の 162 」に改め、同条第５項の表第１項第１号アイ

の項中「 100 分の70」を「 100 分の80」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 116 」

に改め、同表第１項第１号イイの項中「 100 分の80」を「 100 分の85」に、 

「 100 分の 116 」を「 100 分の 123 」に改め、同表第１項第２号アイの項中 

「 100 分の70」を「 100 分の80」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 116 」に改

め、同表第１項第２号イイの項中「 100 分の80」を「 100 分の85」に、「 100 分

の 116 」を「 100 分の 123 」に改め、同表第１項第３号アイの項中「 100 分の70」

を「 100 分の80」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 116 」に改め、同表第１項

第３号イイの項中「 100 分の80」を「 100 分の85」に、「 100 分の 116 」を 

「 100 分の 123 」に改め、同表第２項第１号アイの項中「 100 分の60」を「 100 

分の70」に、「 100 分の87」を「 100 分の 102 」に改め、同表第２項第１号イイ

の項中「 100 分の70」を「 100 分の75」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 109 」

に改め、同表第２項第２号アイの項中「 100 分の60」を「 100 分の70」に、 

「 100 分の87」を「 100 分の 102 」に改め、同表第２項第２号イイの項中「 100 

分の70」を「 100 分の75」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 109 」に改め、同

表第２項第３号アイの項中「 100 分の60」を「 100 分の70」に、「 100 分の87」

を「 100 分の 102 」に改め、同表第２項第３号イイの項中「 100 分の70」を 

「 100 分の75」に、「 100 分の 102 」を「 100 分の 109 」に改め、同条に次の１

項を加える。

６ 　第１項（第３号キに係る部分に限る。）及び第２項（第３号オに係る部分に

限る。）の規定は、平成27年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準

用する。この場合において、第１項第３号キイ中「令和７年度基準エネルギー

消費効率」とあるのは「基準エネルギー消費効率であつて平成27年度以降の各

年度において適用されるべきものとして定められたもの（次項第３号オイにお
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いて「平成27年度基準エネルギー消費効率」という。）に 100 分の 110 を乗じ

て得た数値」と、第２項第３号オイ中「令和７年度基準エネルギー消費効率に 

 100 分の95」とあるのは「平成27年度基準エネルギー消費効率に 100 分の 105 」

と読み替えるものとする。

　附則第６条の６の３第２項を削る。

　附則第６条の６の４第１項中「又は第３項」を「から第４項まで」に、「又は

第５項」を「から第６項まで」に改める。

　附則第６条の６の５中「又は第５項」を「から第６項まで」に改める。

　附則第６条の７第２号中「軽油自動車」を「第 138 条の２第１項第６号に規定

する軽油自動車（次項第６号及び第３項第３号において「軽油自動車」という。 

）」に改める。

　　　附　則

　 （施行期日）

第 １条　この条例は、令和６年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。

　⑴　第１条中第38条の３第１項の改正規定　令和７年１月１日

　⑵　第２条及び附則第４条の規定　令和７年４月１日

　⑶ 　第１条中附則第６条の５第１項の改正規定及び次条の規定　日本国の自衛隊

とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関

する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日

　 （軽油引取税に関する経過措置）

第 ２条　第１条の規定による改正後の富山県税条例（以下「新条例」という。）附

則第６条の５の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日（以下この条におい

て「３号施行日」という。）以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税に

ついて適用し、３号施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税について

は、なお従前の例による。

　 （自動車税に関する経過措置）

第 ３条　新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の

日（以下この条において「施行日」という。）以後に取得された自動車に対して

課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に

対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
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２ 　新条例附則第６条の10の規定は、令和５年度分の施行日以後に納税義務が発生

した者に課する自動車税の種別割及び令和６年度以後の年度分の自動車税の種別

割について適用し、令和５年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課す

る自動車税の種別割については、なお従前の例による。

第 ４条　第２条の規定による改正後の富山県税条例の規定中自動車税の環境性能割

に関する部分は、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（以下この条におい

て「２号施行日」という。）以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税

の環境性能割について適用し、２号施行日前に取得された自動車に対して課する

自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
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議案第  76  号

富山県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づ

く移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例一

部改正の件

　富山県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円

滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例の一部を次のように改正す

る。

　　令和 5  年  6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

富山県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づ

く移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例

　富山県高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円

滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例（平成24年富山県条例第53

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２号中「歩行者又は」を「歩行者及び遠隔操作型小型車（遠隔操作によ

り道路を通行しているものに限る。）又は特定小型原動機付自転車（道路交通法（

昭和35年法律第 105 号）第17条第３項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。 

）及び」に改める。

　　　附　則

　この条例は、令和５年７月１日から施行する。
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議案第  77  号

工事請負契約変更に関する件

　令和３年11月定例県議会において議決を経た伏木富山港（新湊地区）荷役機械建

設国際物流ターミナル荷役機械（ＮＣ－１）更新工事請負契約について、次のとお

り変更契約を締結するものとする。

　　令和 5  年 6  月  9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

　契 約 金 額　　変更前　1,366 ,200 ,000円

　　　　　　　　　変更後　1,428 ,113 ,500円
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報告第   5   号

　　　地方自治法第 179 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 179 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。

　　令和 5  年 6  月 9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 179 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

26 令和 5 年 1 月に高岡市あわら町地内

で発生した保管管理中の携帯電話機

の損傷

高岡市在住 1 名 県が支払う額

  12 ,100円

令和 5 年

 5 月11日
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報告第   6   号

　　　地方自治法第 180 条による専決処分の件

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第 180 条第１項の規定に基づき、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので報告する。

　　令和 5  年 6  月 9  日　提　　出

富山県知事　新　　田　　　八　　朗　

損害賠償に係る和解に関する件
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　　　損害賠償に係る和解に関する件（地方自治法第 180 条第１項による専決処分）

専決処
分番号

概　　　　　　　要 和解の相手方 損害賠償額
専決処分
年 月 日

25 令和 4 年11月17日に高岡市あわら町

地内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住 1 名 県が受け取る額

73 ,909円

令和 5 年

 5 月11日

27 令和 5 年 2 月28日に射水市三ケ地内

で発生した警察車両の交通事故

富山市

　有限会社山藤商事

県が支払う額

116 ,600円

令和 5 年

 5 月11日

28 令和 5 年 3 月 1 日に高岡市蓮花寺地

内で発生した警察車両の交通事故

高岡市在住 1 名 県が受け取る額

144 ,925円

令和 5 年

 5 月11日
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づ

く
り

推
進

事
業

費
59
,1
66
,0
00

59
,1
66
,0
00

59
,1
66
,0
00

障
害

福
祉

管
理

費
20
1,
03
4,
00
0

13
4,
73
1,
00
0

99
,0
97
,0
00

35
,0
00
,0
00

63
4,
00
0

高
齢

者
福

祉
対

策
費

50
1,
86
7,
00
0

25
1,
32
9,
00
0

25
1,
32
9,
00
0

老
人

福
祉

施
設

整
備

費
43
5,
48
6,
00
0

40
1,
29
9,
00
0

40
1,
29
9,
00
0

3
民

生
費

子
育

て
支

援
推

進
事

業
費

67
6,
57
6,
00
0

4,
60
0,
00
0

3,
50
0,
00
0

1,
10
0,
00
0

特
別

保
育

事
業

費
12
,2
61
,0
00

12
,2
61
,0
00

12
,2
61
,0
00

2
児

童
福

祉
費

ひ
と
り
親
家
庭
等
福
祉
推
進

事
業

費
79
,0
00
,0
00

79
,0
00
,0
00

79
,0
00
,0
00

児
童

相
談

所
運

営
費

1,
60
4,
00
0

1,
60
4,
00
0

1,
60
4,
00
0

富
山

学
園

運
営

費
26
,3
50
,0
00

26
,3
50
,0
00

23
,0
00
,0
00

3,
35
0,
00
0

1
公

衆
衛

生
費

感
染

症
対

策
費

10
,2
63
,9
45
,0
00

4,
42
4,
44
5,
00
0

1,
50
1,
79
9,
00

0
2,
84
3,
49
1,
00
0

79
,1
55
,0
00

難
病

対
策

費
9,
50
8,
00
0

9,
50
8,
00
0

9,
50
8,
00
0

エ
イ

ズ
対

策
費

19
,7
75
,0
00

19
,7
75
,0
00

19
,7
75
,0
00

衛
生

研
究

所
費

11
5,
14
9,
00
0

11
5,
14
9,
00
0

11
5,
00
0,
00
0

14
9,
00
0
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2
環

境
衛

生
費

新
型

コ
ロ

ナ
行

動
制

限
緩

和
等

推
進

事
業

費
66
0,
00
0,
00
0

50
0,
00
0,
00
0

50
0,
00
0,
00
0

4
衛

生
費

生
活

基
盤

施
設

耐
震

化
等

 
事

業
促

進
費

27
,0
00
,0
00

26
,3
74
,0
00

26
,3
74
,0
00

4
医

務
費

地
域

医
療

推
進

対
策

費
23
2,
00
0,
00
0

13
,0
50
,0
00

13
,0
50
,0
00

5
薬

務
費

薬
局

等
許

可
事

業
費

24
,8
48
,0
00

24
,8
48
,0
00

24
,8
48
,0
00

6
公

害
防

止
費

環
境

保
全

総
合

推
進

費
54
,4
94
,0
00

54
,4
94
,0
00

49
,0
00
,0
00

5,
49
4,
00
0

快
適

な
生

活
環

境
づ

く
り

推
進

費
14
,9
32
,0
00

14
,9
32
,0
00

14
,9
32
,0
00

廃
棄

物
対

策
推

進
費

23
,9
61
,0
00

23
,2
83
,0
00

23
,2
83
,0
00

環
境

科
学

セ
ン

タ
ー

運
営

費
12
,8
00
,0
00

12
,8
00
,0
00

11
,0
00
,0
00

1,
80
0,
00
0

5
労

働
費

2
職

業
訓

練
費

魅
力

あ
る

技
能

社
会

推
進

 
事

業
費

33
,0
00
,0
00

30
,9
24
,0
00

30
,9
24
,0
00

都
市

農
山

漁
村

交
流

対
策

 
事

業
費

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

元
気
な
中
山
間
地
域
づ
く
り
 

支
援

事
業

費
21
,0
00
,0
00

21
,0
00
,0
00

21
,0
00
,0
00

と
や

ま
食

育
運

動
推

進
事

業
費

5,
30
9,
00
0

5,
30
9,
00
0

5,
30
9,
00
0

と
や
ま
プ
レ
ミ
ア
ム
食
事
券
 

事
業

費
40
0,
00
0,
00
0

39
7,
96
0,
74
8

39
7,
96
0,
74
8

1
農

業
費

担
い

手
確

保
･
経

営
強

化
支

援
事

業
費

30
0,
00
0,
00
0

80
,2
76
,0
00

80
,2
76
,0
00

水
田

農
業

生
産

振
興

対
策

事
業

費
2,
03
5,
93
3,
00
0

1,
88
5,
93
3,
00
0

1,
63
4,
77
5,
00
0

11
3,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

38
,1
58
,0
00

農
業
用
電
気
料
金
高
騰
緊
急

支
援

事
業

費
10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0



富山県繰越明許費繰越計算書

30―　　―

款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

植
物

防
疫

事
業

費
5,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

5,
00
0,
00
0

稼
げ

る
！

と
や

ま
の

園
芸

産
地

支
援

事
業

費
12
0,
00
0,
00
0

12
0,
00
0,
00
0

12
0,
00
0,
00
0

農
業

･
園
芸
研
究
所
整
備
費

73
,2
65
,0
00

73
,2
65
,0
00

65
,0
00
,0
00

8,
26
5,
00
0

2
畜

産
業

費
飼
料
生
産
総
合
対
策
事
業
費

12
0,
00
0,
00
0

12
0,
00
0,
00
0

12
0,
00
0,
00
0

基
幹
水
利
施
設
保
全
事
業
費

29
,6
00
,0
00

17
,9
22
,2
83

8,
96
0,
00
0

6,
47
0,
92
8

2,
49
1,
35
5

県
単

独
農

業
農

村
整

備
事

業
費

29
0,
00
0,
00
0

26
9,
89
3,
95
0

16
6,
00
0,
00
0

10
3,
89
3,
95
0

県
営
水
利
施
設
整
備
事
業
費

70
0,
00
0,
00
0

59
8,
40
8,
10
8

35
2,
21
5,
00
0

14
5,
00
0,
00
0

96
,5
57
,0
00

4,
63
6,
10
8

団
体

営
水

利
施

設
整

備
交

付
金

事
業

費
12
8,
73
9,
00
0

12
6,
46
6,
00
0

97
,9
15
,0
00

26
,0
00
,0
00

2,
55
1,
00
0

団
体

営
農

道
整

備
事

業
費

16
,8
30
,0
00

16
,8
30
,0
00

15
,8
50
,0
00

98
0,
00
0

3
農

地
費

県
営

農
地

整
備

事
業

費
6,
57
1,
00
0,
00
0

5,
80
4,
25
6,
71
8

3,
57
3,
12
6,
00
0

1,
23
0,
00
0,
00
0

93
1,
74
8,
00
0

69
,3
82
,7
18

団
体

営
農

地
整

備
事

業
費

8,
96
0,
00
0

8,
96
0,
00
0

7,
00
0,
00
0

1,
00
0,
00
0

96
0,
00
0

地
す

べ
り

対
策

事
業

費
19
5,
00
0,
00
0

16
9,
93
8,
82
6

97
,5
00
,0
00

70
,0
00
,0
00

2,
43
8,
82
6

県
営

農
村

地
域

防
災

減
災

 
事

業
費

4,
05
5,
40
0,
00
0

3,
49
4,
62
5,
15
1

2,
31
3,
70
4,
00
0

87
3,
00
0,
00
0

28
2,
84
5,
10
9

25
,0
76
,0
42

団
体
営
農
村
地
域
防
災
減
災

事
業

費
12
5,
13
1,
00
0

12
5,
13
1,
00
0

12
5,
13
1,
00
0
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国
土

調
査

事
業

費
39
,8
58
,0
00

39
,8
58
,0
00

26
,5
72
,0
00

13
,2
86
,0
00

水
と
緑
の
森
づ
く
り
事
業
費

4,
14
3,
00
0

4,
14
3,
00
0

4,
14
3,
00
0

林
業

成
長

産
業

化
推

進
事

業
費

80
4,
12
4,
00
0

63
8,
21
0,
63
6

63
7,
71
0,
63
6

50
0,
00
0

造
林

事
業

費
23
8,
50
4,
00
0

23
8,
50
4,
00
0

13
8,
79
7,
00
0

99
,7
07
,0
00

6
農
林
水
産
業
費

県
単

独
森

林
整

備
事

業
費

15
2,
80
0,
00
0

12
6,
42
3,
80
0

22
,0
00
,0
00

10
4,
42
3,
80
0

県
単

独
林

道
整

備
事

業
費

62
,0
08
,0
00

61
,3
72
,4
32

61
,0
00
,0
00

37
2,
43
2

県
営

林
道

道
整

備
交

付
金

 
事

業
費

20
5,
50
0,
00
0

19
3,
50
1,
13
6

96
,7
50
,5
68

69
,0
00
,0
00

19
,3
50
,1
14

8,
40
0,
45
4

山
の

み
ち

地
域

づ
く

り
交

付
金

事
業

費
19
4,
50
0,
00
0

17
2,
55
3,
70
5

12
1,
41
6,
21
3

39
,0
00
,0
00

8,
62
7,
68
8

3,
50
9,
80
4

県
営

林
道

開
設

交
付

金
事

業
費

77
,4
00
,0
00

71
,6
05
,8
25

35
,8
02
,9
13

26
,0
00
,0
00

7,
16
0,
58
3

2,
64
2,
32
9

団
体

営
林

道
舗

装
交

付
金

 
事

業
費

18
,0
00
,0
00

18
,0
00
,0
00

13
,5
00
,0
00

4,
00
0,
00
0

50
0,
00
0

4
林

業
費

団
体

営
林

道
改

良
交

付
金

 
事

業
費

18
,0
00
,0
00

13
,5
08
,0
00

9,
64
9,
00
0

3,
85
9,
00
0

県
営

林
道

改
良

事
業

費
30
,6
00
,0
00

27
,1
41
,7
00

13
,5
70
,8
50

12
,0
00
,0
00

1,
57
0,
85
0

復
旧

治
山

事
業

費
36
9,
00
0,
00
0

30
8,
36
8,
56
8

18
4,
43
4,
77
3

11
6,
00
0,
00
0

7,
93
3,
79
5

予
防

治
山

交
付

金
事

業
費

41
,0
00
,0
00

26
,6
74
,2
60

20
,0
47
,1
30

5,
00
0,
00
0

1,
62
7,
13
0

な
だ
れ
防
止
林
造
成
事
業
費

37
,0
00
,0
00

22
,3
00
,0
00

18
,5
00
,0
00

3,
00
0,
00
0

80
0,
00
0

県
単

独
治

山
事

業
費

44
8,
00
0,
00
0

42
7,
50
7,
45
5

26
9,
00
0,
00
0

15
8,
50
7,
45
5
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

地
す

べ
り

防
止

事
業

費
17
0,
00
0,
00
0

11
9,
77
1,
30
0

69
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

77
1,
30
0

緊
急

予
防

治
山

事
業

費
13
7,
00
0,
00
0

12
7,
30
2,
40
2

68
,2
71
,2
01

55
,0
00
,0
00

4,
03
1,
20
1

治
山
施
設
機
能
強
化
交
付
金

事
業

費
69
,0
00
,0
00

40
,9
79
,6
40

32
,7
69
,1
87

8,
00
0,
00
0

21
0,
45
3

山
地

災
害

重
点

地
域

総
合

 
対

策
事

業
費

18
5,
00
0,
00
0

18
3,
39
4,
64
0

10
4,
98
2,
32
0

76
,0
00
,0
00

2,
41
2,
32
0

流
木
防
止
総
合
対
策
事
業
費

75
,0
00
,0
00

75
,0
00
,0
00

37
,5
00
,0
00

37
,0
00
,0
00

50
0,
00
0

5
水

産
業

費

水
産

業
振

興
啓

発
･
活

動
事

業
費

6,
80
0,
00
0

6,
80
0,
00
0

6,
80
0,
00
0

資
源
管
理

･
漁
業
経
営
安
定
 

対
策

推
進

事
業

費
10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

沿
岸
漁
業
構
造
改
善
事
業
費

16
6,
78
9,
00
0

16
6,
78
9,
00
0

13
9,
05
9,
00
0

27
,7
30
,0
00

漁
港

管
理

費
7,
70
0,
00
0

7,
70
0,
00
0

7,
70
0,
00
0

県
単

独
漁

港
･
漁

港
海

岸
整

備
事

業
費

14
,5
00
,0
00

11
,7
27
,6
02

3,
00
0,
00
0

2,
31
9,
29
2

6,
40
8,
31
0

水
産

基
盤

整
備

事
業

費
47
8,
86
6,
00
0

25
2,
80
4,
42
5

12
6,
40
2,
21
3

80
,0
00
,0
00

37
,9
20
,6
64

8,
48
1,
54
8

漁
港

海
岸

整
備

交
付

金
事

業
費

12
8,
38
4,
00
0

11
4,
31
7,
60
0

60
,8
46
,9
00

32
,0
00
,0
00

17
,1
47
,6
40

4,
32
3,
06
0

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
交

付
金

事
業

費
10
6,
81
7,
00
0

44
,5
35
,9
90

43
,5
88
,8
00

94
7,
19
0

市
町

営
漁

港
漁

場
整

備
事

業
費

11
9,
10
0,
00
0

74
,9
61
,9
15

49
,9
74
,6
10

23
,0
00
,0
00

1,
98
7,
30
5
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1
商

業
費

中
小

商
業

支
援

事
業

費
40
0,
00
0,
00
0

40
0,
00
0,
00
0

40
0,
00
0,
00
0

2
工

鉱
業

費

産
業

技
術

研
究

開
発

セ
ン
タ
ー
設
備
整
備
事
業
費

45
,0
00
,0
00

9,
99
6,
80
0

7,
57
5,
00
0

2,
42
1,
80
0

新
事

業
創

出
促

進
事

業
費

10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

7
商

工
費

発
電

用
施

設
立

地
対

策
費

16
,2
00
,0
00

16
,2
00
,0
00

16
,2
00
,0
00

中
小

企
業

振
興

事
業

費
1,
47
2,
70
0,
00
0

1,
47
2,
70
0,
00
0

50
0,
00
0,
00
0

97
2,
70
0,
00
0

産
業

技
術

研
究

開
発

セ
ン

タ
ー

運
営

費
1,
14
5,
00
0

1,
14
5,
00
0

1,
00
0,
00
0

14
5,
00
0

総
合

デ
ザ

イ
ン

セ
ン

タ
ー

運
営

費
3,
50
0,
00
0

2,
53
0,
00
0

2,
00
0,
00
0

53
0,
00
0

3
観

光
費

観
光
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
業
費

2,
39
7,
70
0,
00
0

2,
18
4,
79
0,
05
7

2,
18
4,
79
0,
05
7

1
土

木
管

理
費

建
築

指
導

費
1,
50
0,
00
0

県
単

独
災

害
防

除
費

17
0,
00
0,
00
0

16
4,
19
6,
37
0

15
6,
00
0,
00
0

8,
19
6,
37
0

県
単

独
雪

寒
対

策
施

設
費

12
0,
00
0,
00
0

32
,3
75
,1
02

3,
08
5,
79
0

29
,0
00
,0
00

15
1,
72
0

13
7,
59
2

県
単

独
雪

寒
対

策
施

設
維

持
修

繕
費

23
0,
00
0,
00
0

96
,8
71
,9
39

26
,0
00
,0
00

70
,8
71
,9
39

積
雪
寒
冷
地
道
路
建
設
機
械

整
備

費
11
5,
00
0,
00
0

11
4,
93
0,
76
8

76
,6
20
,0
00

35
,0
00
,0
00

3,
31
0,
76
8

県
単

独
交

通
安

全
施

設
整

備
費

40
0,
00
0,
00
0

26
5,
21
6,
06
2

17
0,
00
0,
00
0

95
,2
16
,0
62

2
道
路
橋
り
ょ
う
費

県
単

独
道

路
維

持
修

繕
費

1,
15
0,
00
0,
00
0

93
7,
26
0,
96
5

66
9,
00
0,
00
0

26
8,
26
0,
96
5

道
路

橋
り

ょ
う

改
築

費
8,
80
0,
00
0,
00
0

7,
40
5,
39
4,
84
2

32
,0
77
,1
50

4,
03
6,
29
6,
48
7

3,
08
5,
00
0,
00
0

25
2,
02
1,
20
5
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

県
単

独
道

路
改

良
費

1,
80
0,
00
0,
00
0

1,
47
4,
94
8,
43
9

12
9,
53
3,
74
3

1,
20
1,
00
0,
00
0

26
,0
86
,9
04

11
8,
32
7,
79
2

道
路

総
合

交
付

金
事

業
費

3,
82
5,
32
0,
00
0

2,
81
8,
80
3,
29
8

1,
43
7,
22
5,
83
4

1,
32
0,
00
0,
00
0

61
,5
77
,4
64

道
路

災
害

関
連

事
業

費
38
0,
00
0,
00
0

23
2,
05
7,
04
8

11
6,
02
9,
00
0

10
5,
00
0,
00
0

11
,0
28
,0
48

県
単

独
橋

り
ょ

う
維

持
修

繕
費

50
0,
00
0,
00
0

47
0,
37
3,
90
0

40
5,
00
0,
00
0

65
,3
73
,9
00

県
営

ダ
ム

維
持

修
繕

費
40
,0
00
,0
00

27
,2
46
,8
99

9,
00
0,
00
0

15
,9
28
,2
19

2,
31
8,
68
0

県
単

独
河

川
維

持
修

繕
費

58
0,
00
0,
00
0

47
8,
21
3,
38
1

24
8,
00
0,
00
0

10
,0
00
,0
00

22
0,
21
3,
38
1

県
単

独
河

川
改

良
費

12
1,
00
0,
00
0

95
,6
07
,6
94

88
,0
00
,0
00

7,
60
7,
69
4

県
単

独
ダ

ム
維

持
管

理
費

16
0,
00
0,
00
0

12
1,
94
5,
04
5

23
,0
00
,0
00

5,
76
1,
92
6

93
,1
83
,1
19

都
市
基
盤
河
川
改
修
事
業
費

15
,0
00
,0
00

7,
58
6,
35
8

7,
58
6,
35
8

河
川

総
合

交
付

金
事

業
費

1,
94
0,
00
0,
00
0

1,
76
8,
80
6,
30
8

88
1,
10
3,
15
7

86
8,
00
0,
00
0

6,
60
0,
00
0

13
,1
03
,1
51

河
川

改
修

費
3,
33
3,
00
0,
00
0

3,
08
5,
28
6,
08
8

1,
22
8,
21
6,
34
4

1,
41
6,
00
0,
00
0

31
7,
17
4,
40
3

12
3,
89
5,
34
1

県
単

独
砂

防
改

良
費

50
,0
00
,0
00

33
,7
49
,8
85

13
,0
00
,0
00

20
,7
49
,8
85

県
単

独
砂

防
維

持
修

繕
費

43
0,
00
0,
00
0

33
9,
38
1,
77
0

16
3,
00
0,
00
0

17
6,
38
1,
77
0

3
河

川
海

岸
費

小
規

模
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
補

助
金

20
,0
00
,0
00

17
,3
65
,4
43

17
,3
00
,0
00

65
,4
43
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砂
防

総
合

交
付

金
事

業
費

1,
20
0,
00
0,
00
0

89
5,
45
5,
01
8

42
4,
63
4,
81
8

37
8,
00
0,
00
0

92
,8
20
,2
00

T
a
t
e
y
a
m

a
 
S
A

B
O

国
際

的
認

知
向

上
事

業
費

2,
62
2,
00
0

2,
62
1,
11
2

91
6,
11
6

1,
70
4,
99
6

砂
防

関
係

施
設

整
備

費
2,
70
0,
00
0,
00
0

2,
21
6,
44
1,
52
8

1,
08
9,
91
0,
72
5

92
9,
00
0,
00
0

22
,0
00
,0
00

17
5,
53
0,
80
3

8
土

木
費

海
岸

保
全

事
業

費
12
7,
00
0,
00
0

12
2,
96
8,
83
7

61
,4
84
,4
19

55
,0
00
,0
00

6,
48
4,
41
8

県
単

独
海

岸
整

備
事

業
費

41
,0
00
,0
00

37
,2
42
,8
46

37
,2
42
,8
46

海
岸

環
境

保
全

事
業

費
50
,0
00
,0
00

50
,0
00
,0
00

35
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

25
4,
00
0,
00
0

21
1,
95
9,
85
8

10
3,
11
9,
39
6

92
,0
00
,0
00

16
,8
40
,4
62

港
湾

海
岸

保
全

事
業

費
18
7,
00
0,
00
0

16
0,
58
2,
60
0

80
,2
91
,3
00

74
,0
00
,0
00

6,
29
1,
30
0

港
湾

海
岸

総
合

交
付

金
事

業
費

13
1,
00
0,
00
0

11
4,
04
1,
27
0

53
,5
20
,6
35

55
,0
00
,0
00

5,
52
0,
63
5

県
単

独
港

湾
運

河
維

持
修

繕
費

25
0,
00
0,
00
0

14
1,
53
6,
99
6

70
,0
00
,0
00

71
,5
36
,9
96

県
単

独
港

湾
改

良
整

備
費

37
,0
00
,0
00

33
,5
52
,8
41

66
2,
25
6

15
,0
00
,0
00

12
,7
58
,8
80

5,
13
1,
70
5

伏
木
富
山
港
港
湾
公
害
防
止

対
策

費
49
,0
00
,0
00

34
,3
18
,7
08

17
,1
59
,3
54

17
,1
59
,3
54

4
港

湾
費

港
湾

総
合

交
付

金
事

業
費

1,
01
9,
00
0,
00
0

68
6,
50
0,
39
0

23
5,
14
9,
15
2

32
0,
00
0,
00
0

13
1,
35
1,
23
8

港
湾

予
防

保
全

事
業

費
35
3,
00
0,
00
0

23
3,
87
5,
86
0

10
1,
08
6,
66
0

10
9,
00
0,
00
0

23
,7
89
,2
00

伏
木

富
山

港
改

良
整

備
費

50
,0
00
,0
00

26
,1
85
,8
73

13
,0
92
,9
37

7,
00
0,
00
0

6,
09
2,
93
6

県
単

独
空

港
整

備
費

10
7,
00
0,
00
0

98
,9
31
,7
80

18
,0
00
,0
00

80
,9
31
,7
80
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

富
山

空
港

整
備

費
14
,2
06
,0
00

9,
00
0,
00
0

4,
50
0,
00
0

4,
00
0,
00
0

50
0,
00
0

5
都

市
計

画
費

組
合
土
地
区
画
整
理
事
業
費

10
8,
00
0,
00
0

15
,8
38
,0
88

8,
71
0,
94
9

3,
00
0,
00
0

3,
56
4,
00
0

56
3,
13
9

市
町
村
都
市
計
画
土
地
区
画

整
理

事
業

費
補

助
金

7,
96
5,
00
0

13
0,
00
0

13
0,
00
0

県
単

独
都

市
計

画
街

路
改

良
費

21
7,
00
0,
00
0

13
6,
87
6,
12
1

21
,6
82
,0
00

71
,0
00
,0
00

33
,0
72
,0
00

11
,1
22
,1
21

都
市
計
画
街
路
事
業
推
進
費

18
,0
00
,0
00

16
,4
45
,6
89

6,
23
9,
00
0

34
0,
00
0

9,
86
6,
68
9

都
市
計
画
街
路
総
合
交
付
金

事
業

費
63
6,
80
0,
00
0

45
1,
18
5,
61
6

95
,0
23
,0
00

24
3,
80
9,
87
9

96
,0
00
,0
00

8,
66
7,
00
0

7,
68
5,
73
7

街
路

事
業

費
3,
32
7,
60
0,
00
0

1,
65
1,
88
3,
03
4

18
2,
17
8,
00
0

90
0,
11
6,
98
0

34
6,
00
0,
00
0

19
3,
52
2,
20
0

30
,0
65
,8
54

県
単

独
都

市
公

園
維

持
管

理
費

24
,0
75
,0
00

6,
80
4,
40
4

6,
80
4,
40
4

県
単

独
都

市
公

園
施

設
整

備
費

55
2,
00
0,
00
0

29
3,
89
8,
82
2

22
0,
00
0,
00
0

73
,8
98
,8
22

都
市

公
園

総
合

交
付

金
事

業
費

45
7,
00
0,
00
0

22
9,
69
0,
60
1

11
4,
84
5,
30
1

10
4,
00
0,
00
0

10
,8
45
,3
00

市
街
地
再
開
発
事
業
促
進
費

41
,2
75
,0
00

29
,7
25
,0
00

29
,7
25
,0
00

6
住

宅
費

県
営

住
宅

維
持

管
理

費
48
,2
90
,0
00

45
,9
80
,0
00

14
,9
25
,0
00

11
,0
00
,0
00

20
,0
55
,0
00

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

整
備

事
業

費
16
5,
92
9,
00
0

10
6,
69
6,
00
0

39
,1
69
,0
00

32
,0
00
,0
00

35
,5
27
,0
00

安
全

･
安
心
と
や
ま
の
住
ま
い

耐
震

化
促

進
事

業
費

1,
00
0,
00
0
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1
警

察
管

理
費

交
通

安
全

施
設

費
63
,2
51
,0
00

63
,2
51
,0
00

54
,0
00
,0
00

9,
25
1,
00
0

9
警

察
費

警
察

施
設

補
修

費
10
7,
20
0,
00
0

10
7,
20
0,
00
0

69
,0
00
,0
00

38
,2
00
,0
00

警
察

署
庁

舎
建

設
費

14
,9
65
,0
00

13
,7
97
,0
00

13
,7
97
,0
00

駐
在
所

･
交
番
庁
舎
建
設
費

58
,9
82
,0
00

58
,9
82
,0
00

41
,0
00
,0
00

17
,9
82
,0
00

1
教

育
総

務
費

教
育

ネ
ッ

ト
利

用
事

業
費

22
,9
32
,0
00

22
,9
32
,0
00

11
,4
66
,0
00

11
,4
66
,0
00

私
立
学
校
振
興
推
進
事
業
費

61
,5
29
,0
00

53
,1
31
,7
00

53
,1
31
,7
00

4
高

等
学

校
費

全
日

制
高

等
学

校
運

営
費

22
,0
00
,0
00

10
,2
80
,0
00

10
,2
80
,0
00

学
校

修
繕

費
（

全
日

制
）

45
6,
03
9,
00
0

20
6,
11
7,
04
1

17
9,
00
0,
00
0

27
,1
17
,0
41

学
校

修
繕

費
（

定
時

制
）

82
,0
77
,0
00

39
,7
44
,6
30

35
,0
00
,0
00

4,
74
4,
63
0

高
等

学
校

建
設

事
業

費
1,
46
3,
00
2,
00
0

67
1,
00
9,
00
0

14
,3
24
,0
00

54
6,
00
0,
00
0

11
0,
68
5,
00
0

運
動

場
等

整
備

費
11
9,
74
4,
00
0

97
,1
25
,0
00

86
,0
00
,0
00

11
,1
25
,0
00

高
等

学
校

校
舎

等
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
事

業
費

10
5,
08
6,
00
0

10
4,
83
4,
00
0

27
,9
91
,0
00

60
,0
00
,0
00

16
,8
43
,0
00

10
教

育
費

5
特
別
支
援
学
校
費

学
校

修
繕

費
（

特
別

支
援

）
12
6,
44
2,
00
0

56
,2
66
,0
00

9,
50
9,
00
0

35
,0
00
,0
00

11
,7
57
,0
00

特
別
支
援
学
校
通
学
運
営
費

10
,4
00
,0
00

10
,4
00
,0
00

10
,4
00
,0
00

特
別
支
援
学
校
建
設
事
業
費

14
4,
00
0,
00
0

95
,4
33
,0
00

2,
39
1,
00
0

69
,0
00
,0
00

24
,0
42
,0
00

6
大

学
費

公
立
大
学
法
人
振
興
事
業
費

91
,5
28
,0
00

6,
97
0,
00
0

6,
97
0,
00
0
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款
項

事
　
　

　
業
　
　
　
名

金
　
　
　
額

翌
年
度
繰
越
額

左
　
　
　
　
の
　
　
　
　
財
　
　
　
　
源
　
　
　
　
内
　
　
　
　
訳

既
　
収
　
入

特
 定

 財
 源

未
　
 収

　
 入

　
 特

　
 定

　
 財

　
 源

一
 般

 財
 源

国
 支

 出
 金

地
　
方
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円

7
社

会
教

育
費

青
少
年
教

育
施
設
等
管
理
費

40
,1
40
,0
00

25
,2
70
,0
00

25
,0
00
,0
00

27
0,
00
0

県
立

文
化

ホ
ー

ル
管

理
運

営
費

58
,4
25
,0
00

39
,3
20
,0
00

24
,0
00
,0
00

11
,7
96
,0
00

3,
52
4,
00
0

水
墨

美
術

館
管

理
運

営
費

10
,9
23
,0
00

10
,9
23
,0
00

10
,0
00
,0
00

92
3,
00
0

8
保

健
体

育
費

学
校

安
全

対
策

費
10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

10
,0
00
,0
00

ス
ポ

ー
ツ

施
設

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

事
業

費
11
1,
26
0,
00
0

11
0,
26
0,
00
0

98
,0
00
,0
00

12
,2
60
,0
00

1
農
林
水
産
業
施
設
 

災
害

復
旧

費

災
害

農
地

復
旧

事
業

費
12
5,
99
5,
00
0

94
,1
51
,0
00

94
,1
51
,0
00

林
道

災
害

復
旧

事
業

費
61
,0
22
,0
00

30
,2
80
,0
00

30
,2
80
,0
00

11
災

害
復

旧
費

治
山
施
設
災
害
復
旧
事
業
費

57
,0
00
,0
00

56
,1
44
,0
00

37
,4
48
,0
00

16
,0
00
,0
00

2,
69
6,
00
0

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

道
路

災
害

復
旧

費
80
,1
00
,0
00

80
,1
00
,0
00

9,
65
8,
83
0

4,
80
0,
00
0

65
,6
41
,1
70

河
川

災
害

復
旧

費
10
0,
00
0,
00
0

10
0,
00
0,
00
0

24
,6
48
,5
10

11
,9
00
,0
00

63
,4
51
,4
90

砂
防

災
害

復
旧

費
15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

15
,0
00
,0
00

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

79
,1
37
,9
69
,0
00

59
,0
47
,9
67
,1
78

1,
97
2,
27
9,
93
9

30
,1
72
,3
64
,6
02

18
,5
41
,0
00
,0
00

3,
09
1,
36
8,
27
0

5,
27
0,
95
4,
36
7

2
土

木
費

2
県
単
独
公
共
用
地
 

先
行
取
得
事
業
費

県
単
独
公
共
用
地
先
行
取
得

事
業

費
55
,5
00
,0
00

32
,6
23
,1
40

32
,6
23
,1
40

県
単
独
公
共
用
地
特
別
先
行

取
得

事
業

費
11
7,
00
0,
00
0

98
,8
93
,4
10

98
,0
00
,0
00

89
3,
41
0
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1
土

木
費

1
港

湾
費

荷
役

機
械

運
営

費
32
,5
81
,0
00

31
,6
16
,6
40

31
,6
16
,6
40

荷
役

機
械

建
設

事
業

費
51
1,
91
0,
00
0

51
1,
91
0,
00
0

51
1,
00
0,
00
0

91
0,
00
0

伏
木
富
山
港
ふ
頭
用
地
造
成

事
業

費
78
,0
00
,0
00

66
,4
83
,2
00

66
,0
00
,0
00

48
3,
20
0

岩
瀬

Ｐ
Ｂ

Ｓ
運

営
費

11
,6
00
,0
00

11
,6
00
,0
00

11
,6
00
,0
00

特
　
　
　
　
別
　
　
　
　
会
　
　
　
　
計
　
　
　
　
計

80
6,
59
1,
00
0

75
3,
12
6,
39
0

67
5,
00
0,
00
0

33
,5
16
,5
50

44
,6
09
,8
40

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

79
,9
44
,5
60
,0
00

59
,8
01
,0
93
,5
68

1,
97
2,
27
9,
93
9

30
,1
72
,3
64
,6
02

19
,2
16
,0
00
,0
00

3,
12
4,
88
4,
82
0

5,
31
5,
56
4,
20
7

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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2
総

務
費

2
企

画
費

地
域
情
報
化
推
進
費

99
,2
82
,2
05

44
,1
01
,4
42

55
,1
80
,7
63

28
,1
88
,1
00

83
,3
68
,8
63

53
,5
31
, 00
0

10
,4
59
, 00
0

19
,3
78
,8
63

残
雪
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
着
手
等

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

7
防

災
費

防
災

対
策

推
進

費
17
3,
46
8,
35
0

17
3,
46
8,
35
0

17
3,
46
8,

35
0

87
,2
34
, 17
5
86
,2
00
, 00
0

34
,1
75

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

3
農

地
費

団
体

営
地

域
用

水
環

境
整

備
交

付
金

事
業

費

23
4,
65
0,
00
0
20
2
,8
43
, 00

0
31
,8
07
,0
00

31
,8
07
,0
00

26
,9
14
, 00
0
4,
00
0,
00
0

89
3,
00
0

小
水
力
発
電
施
設

に
係
る
水
車
発
電

機
の
改
良
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

団
体

営
農

村
地

域
防

災
減

災
事

業
費

15
,1
62
,0
00

15
,1
62
,0
00

15
,1
62
,0
00

10
,8
30
, 00
0
3,
00
0,
00
0

1,
33
2,
00
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
事
業
関
係
者

と
の
調
整
に
不
測

の
日
数
を
要
し
た

た
め

6
農

林
水

産
業

費

4
林

業
費

山
の

み
ち

地
域

づ
く

り
交

付
金

事
業

費
85
,0
00
,0
00

68
,5
60
,0
00

16
,4
40
,0
00

16
,4
40
,0
00

11
,5
08
, 00
0
3,
00
0,
00
0

82
2,
00
0

1,
11
0,
00
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

県
営

林
道

開
設

交
付

金
事

業
費

61
,7
50
,2
00

61
,7
50
,2
00

61
,7
50
,2
00

31
,6
00
, 00
0
21
,0
00
, 00
0
6,
17
5,
02
0

2,
97
5,
18
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

緊
急

治
山

事
業

費
66
,8
80
,0
00

26
,7
50
,0
00

40
,1
30
,0
00

51
4,
20
4

40
,6
44
,2
04

27
,5
82
, 33
7
13
,0
00
, 00
0

61
,8
67

事
業
関
係
者
と
の

調
整
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
 9
  
号

令
和

  
4
 
年

度
富

山
県

事
故

繰
越

し
繰

越
計

算
書

款
項

事
　
　
業
　
　
名

支
出
負
担

行
 為

 額

左
　
の
　
内
　
訳

支
出
負
担

行
　
　
為

予
 定

 額

翌
 年

 度

繰
 越

 額

左
　
　
の
　
　
財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

説
　
　
　
　
明

支
出
済
額

支
　
　
出

未
 済

 額

既
 収

 入
特
定
財
源

未
収

入
特

定
財

源
一
般
財
源

国
支
出
金

地
方
債

そ
の
他
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地
す

べ
り

防
止

事
業

費
44
,4
04
,0
00

14
,6
50
,0
00

29
,7
54
,0
00

29
,7
54
,0
00

14
,8
77
, 00
0
14
,0
00
, 00
0

87
7,
00
0

事
業
関
係
者
と
の

調
整
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た
め

8
土

木
費

2
道

路
橋
り
ょ
う
費

県
単

独
道

路
維

持
修

繕
費

3,
15
7,
00
0

3,
15
7,
00
0

3,
15
7,
00
0

3,
15
7,
00
0

事
業
関
係
者
と
の

調
整
に
不
測
の
日

数
を
要
し
た
た
め

道
路

橋
り

ょ
う

改
築

費
66
,3
30
,0
00

66
,3
30
,0
00

66
,3
30
,0
00

36
,4
81
, 50
0
29
,0
00
, 00
0

84
8,
50
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

道
路

総
合

交
付

金
事

業
費

52
,3
49
,0
00

52
,3
49
,0
00

52
,3
49
,0
00

28
,7
91
, 95
0
23
,0
00
, 00
0

55
7,
05
0

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

3
河
川
海
岸
費

河
川

総
合

交
付

金
事

業
費

50
2,
55
9,
59
2
19
8
,5
59
, 99

2
30
3,
99
9,
60
0

30
3,
99
9,
60
0

12
1,
35
2, 06
0
17
8,
00
0, 00
0
3,
52
4,
44
6

1,
12
3,
09
4

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

河
川

改
修

費
80
,2
03
,2
00

10
,2
00
,0
00

70
,0
03
,2
00

70
,0
03
,2
00

31
,0
00
, 00
0

39
,0
03
,2
00

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
影
響
に
よ

り
、
工
事
の
施
工

に
不
測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

11
災
害
復
旧
費

2
公

共
土

木
施

設
災

害
復

旧
費

道
路

災
害

復
旧

費
13
8,
82
7,
70
0

13
8,
82
7,
70
0

13
8,
82
7,
70
0

92
,5
98
, 07
5
46
,2
00
, 00
0

29
,6
25

工
事
区
間
内
の
法

面
の
一
部
が
崩
落

し
た
こ
と
に
よ
り
、

応
急
復
旧
や
対
策

工
法
の
再
検
討
に

不
測
の
日
数
を
要

し
た
た
め

一
　
　
　
般
　
　
　
会
　
　
　
計
　
　
　
計

1,
62
4,
02
3,

�
24
7
56
5,
66
4,

�
43
4
1,
05
8,
35
8,

�
81
3

28
,7
02
,3
04

1,
08
7,
06
1,

�
11
7

54
3,
30
0,

�
09
7
45
1,
40
0,

�
00
0
20
,9
80
,

�
46
6

71
,3
80
,5
54
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令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

43
0,
56
1,
00
0

14
2,
88
8,
90
0

28
5,
75
7,
10
0

28
4,
83
0,
00
0

92
7,
10
0

1,
91
5,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

医
療
機
器
整
備
費

59
,8
40
,0
00

56
,7
60
,0
00

18
,2
60
,0
00

38
,5
00
,0
00

3,
08
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

病
院

総
合

情
報
 

シ
ス
テ
ム
開
発
費

46
4,
51
1,
00
0

5,
84
3,
53
0

45
4,
60
2,
50
0

45
4,
38
3,
30
0

21
9,
20
0

4,
06
4,
97
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
95
4,
91
2,
00
0

14
8,
73
2,
43
0

79
7,
11
9,
60
0

18
,2
60
,0
00

73
9,
21
3,
30
0

39
,6
46
,3
00

9,
05
9,
97
0

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事

故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1
病
院
事
業
費
用

1
医

業
費

用

修
繕

費
6,
06
1,
00
0

6,
06
1,
00
0

6,
06
1,
00
0

関
係
機
関
と
 

の
調
整
に
不
 

測
の
日
数
を
 

要
し
た
た
め

委
託

料
1,
42
0,
00
0

65
0,
00
0

77
0,
00
0

77
0,
00
0

関
係
機
関
と
 

の
調
整
に
不
 

測
の
日
数
を
 

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
0
 
号

令
和

 4
 年

度
富

山
県

病
院

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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計
7,
48
1,
00
0

65
0,
00
0

6,
83
1,
00
0

6,
83
1,
00
0

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

流
域

下
水

道
事

業
費

1,
21
6,
64
5,
39
2

1,
21
6,
64
5,
39
2

71
2,
51
2,
02
8

25
2,
10
0,
00
0

25
2,
03
3,
36
4

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
受

託
工

事
費

受
託

工
事

費
1,
35
0,
00
0

1,
35
0,
00
0

1,
35
0,
00
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
21
7,
99
5,
39
2

1,
21
7,
99
5,
39
2

71
2,
51
2,
02
8

25
2,
10
0,
00
0

25
3,
38
3,
36
4

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営
 
業
 
費
 
用

委
託

料
10
,9
78
,0
00

10
,9
78
,0
00

10
,9
78
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

工
事

請
負

費
61
9,
93
3,
80
5

61
9,
93
3,
80
5

61
9,
93
3,
80
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

受
託

事
業

費
55
,9
48
,3
55

55
,9
48
,3
55

55
,9
48
,3
55

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
1 

号
令

和
 4
 年

度
富

山
県

流
域

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県流域下水道事業会計予算繰越計算書
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計
68
6,
86
0,
16
0

68
6,
86
0,
16
0

68
6,
86
0,
16
0

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県電気事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改

良
費

14
4,
90
2,
00
0

14
4,
90
1,
10
0

14
4,
90
1,
10
0

90
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

発
電

所
老

朽
化

対
策

事
業

費
1,
60
4,
59
0,
00
0

73
3,
50
8,
93
2

87
1,
08
1,
06
8

87
1,
00
0,
00
0

8
1
,0
6
8

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
1,
74
9,
49
2,
0
00

73
3,
50
8,
93
2
1,
01
5,
98
2,
16
8

87
1,
00
0,
00
0

14
4,
98
2,
16
8

90
0

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

修
繕

費
47
,0
85
,0
00

47
,0
84
,8
20

47
,0
84
,8
20

18
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1　
事

業
費

1 
営

 業
 費

 用

補
償

費
2,
17
0,
00
0

2,
16
9,
88
0

2,
16
9,
88
0

12
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

委
託

料
5,
84
3,
00
0

5,
84
2,
48
5

5,
84
2,
48
5

51
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
2 

号
令

和
 4
 年

度
富

山
県

電
気

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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固
定
資
産
除

却
費

2,
60
3,
00
0

 
2,
60
2,
55
0

2,
60
2,
55
0

45
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改
良
費

47
,8
50
,0
00

47
,8
50
,0
00

47
,8
50
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
10
5,
55
1,
00
0

10
5,
54
9,
73
5

10
5,
54
9,
73
5

1,
26
5

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県水道事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部

水
道

用
水

供
給

事
業

費
69
0,
31
5,
00
0

3,
56
0,
00
0

68
6,
75
4,
07
0

30
0,
00
0,
00
0

38
6,
75
4,
07
0

93
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

20
3,
75
9,
00
0

20
3,
75
8,
25
5

12
,0
00
,0
00

19
1,
75
8,
25
5

74
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
89
4,
07
4,
0
00

3,
56
0,
00
0

89
0,
51
2,
32
5

31
2,
00
0,
00
0

57
8,
51
2,
32
5

1,
67
5

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

1　
事

業
費

1 
営

 業
 費

 用

修
繕

費
10
4,
17
9,
00
0

4,
01
7,
20
0

10
0,
16
1,
70
6

10
0,
16
1,
70
6

94

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

委
託

料
23
,9
44
,0
00

2,
52
9,
40
0

21
,4
14
,5
20

21
,4
14
,5
20

80

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
除
却
費

1,
43
6,
00
0

1,
43
5,
42
8

1,
43
5,
42
8

57
2

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
3 

号
令

和
 4
 年

度
富

山
県

水
道

事
業

会
計

予
算

繰
越

計
算

書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県水道事業会計予算繰越計算書
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1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

固
定
資
産
改
良
費

35
,8
60
,0
00

35
,8
60
,0
00

35
,8
60
,0
00

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
16
5,
41
9,
00
0

6,
54
6,
60
0

15
8,
87
1,
65
4

15
8,
87
1,
65
4

74
6

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

円
円

円
円

円
円

円
円

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他



富山県工業用水道事業会計予算繰越計算書
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1 
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部
工
業

用
水

道
建

設
事

業
費

1,
98
1,
30
3,
00
0

39
8,
25
0,
40
0
1,
58
3,
05
2,
19
0

12
7,
00
0,
00
0
1,
45
6,
05
2,
19
0

41
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

17
3,
98
5,
00
0

17
3,
98
4,
62
5

44
,0
00
,0
00

12
9,
98
4,
62
5

37
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
受

託
工

事
費

受
託

工
事

費
10
,1
06
,0
00

10
,1
05
,8
10

10
,1
05
,8
10

19
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
2,
16
5,
39
4,
0
00

39
8,
25
0,
40
0
1,
76
7,
14
2,
62
5

17
1,
00
0,
00
0
1,
59
6,
14
2,
62
5

97
5

 2
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
26
条
第
 2
 項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
事
故
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

修
繕

費
45
,9
09
,0
00

14
,2
42
,8
00

31
,6
65
,5
81

31
,6
65
,5
81

61
9

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1　
事

業
費

1 
営

 業
 費

 用
委

託
料

87
,8
90
,0
00

18
,0
00
,6
00

69
,8
88
,4
80

69
,8
88
,4
80

92
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

報
告

第
 
1
4 

号
令

和
 4
 年

度
富

山
県

工
業

用
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

 1
 　

地
方
公
営
企
業
法
第
2
6条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
建
設
改
良
費
の
繰
越
額

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他
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固
定
資
産
除

却
費

1,
48
2,
00
0

1,
48
1,
07
5

1,
48
1,
07
5

92
5

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

2
営

業
外

費
用

受
託

事
業

費
用

34
0,
0
00

33
9,
08
3

33
9,
08
3

91
7

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

1
資

本
的

支
出

1
建

設
改

良
費

西
部
工
業
用
水
道

建
設

事
業

費
55
6,
23
1,
0
00

14
0,
68
9,
60
0

41
5,
54
1,
00
0

41
5,
54
1,
00
0

40
0

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

固
定
資
産
改
良
費

1,
43
3,
00
0

1,
43
2,
25
1

1,
43
2,
25
1

74
9

関
係
機
関
と

の
調
整
に
不

測
の
日
数
を

要
し
た
た
め

計
69
3,
28
5,
00
0

17
2,
93
3,
00
0

52
0,
34
7,
47
0

52
0,
34
7,
47
0

4,
53
0

令
和

 5
 年

 6
 月

 9
 日

　
提

　
　

出

　
　

　
　

　
富

山
県

知
事

　
新

　
　

田
　

　
　

八
　

　
朗

款
項

事
　
 業

　
 名

予
算
計
上
額

支
 払

 義
 務

発
　
生
　
額

翌
　
年
　
度

繰
　
越
　
額

左
　
 の

　
 財

　
 源

　
 内

　
 訳

不
 用

 額

翌
年
度
繰
越

額
に
係
る
繰

越
を
要
す
る

た
な
卸
資
産

の
購
入
限
度

額

説
　
　
明

国
 支

 出
 金

企
　
業
　
債

そ
　
の
　
他

円
円

円
円

円
円

円
円
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